
 

 

規 
 

則 

 
埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則 

 

（
車
線
等
） 

第
一
条 

埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県

条
例
第
七
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
二
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
部
分
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

交
差
点 

 

二 

車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
分
離
帯
が
切
断
さ
れ
た
車
道
の
部
分 

 

三 

乗
合
自
動
車
停
車
所
及
び
非
常
駐
車
帯 

 

四 

付
加
追
越
車
線
、
屈
折
車
線
、
変
速
車
線
及
び
登
坂
車
線
の
す
り
つ
け
区
間 

 

五 

車
線
の
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
す
る
場
合
又
は
道
路
が
接
続
す
る
場
合
に
お
け
る

す
り
つ
け
区
間 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
二
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

計
画
交
通
量
が
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
道
路
の
区
分
及
び
地
形
の
欄
に
掲
げ
る
地

形
の
種
類
（
第
四
種
の
道
路
を
除
く
。
）
に
応
じ
、
同
表
の
設
計
基
準
交
通
量
（
自
動
車
の

最
大
許
容
交
通
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ

る
道
路
の
車
線
（
付
加
追
越
車
線
、
登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
は
、
二
と
す
る
。 

          

 

第

一

種 区 

分 第

二

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

平

地

部

山

地

部

平

地

部

山

地

部

平

地

部

平

地

部

地 

形

九
、
〇
〇
〇 

九
、
〇
〇
〇 

一
三
、
〇
〇
〇 

一
〇
、
〇
〇
〇 

一
四
、
〇
〇
〇 

一
四
、
〇
〇
〇 

設
計
基
準
交
通
量
（
単
位 

一
日
に
つ
き
台
） 



 

 

             

二 

前
号
に
規
定
す
る
道
路
以
外
の
道
路
（
第
二
種
の
道
路
で
対
向
車
線
を
設
け
な
い
も
の
及

び
第
三
種
第
五
級
の
道
路
を
除
く
。
）
の
車
線
の
数
は
四
以
上
（
交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
二
の
倍
数
）
と
し
、
第
二
種
の
道
路
で
対
向
車
線
を
設
け
な
い
も
の

の
車
線
の
数
は
二
以
上
と
し
、
当
該
道
路
の
区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は

地
形
の
状
況
に
応
じ
、
次
の
表
の
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
の
欄
に
掲
げ
る
台
数

に
対
す
る
当
該
道
路
の
計
画
交
通
量
の
割
合
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

                

備
考 

交
差
点
の
多
い
第
四
種
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
設
計
基
準
交
通
量
に 

 

〇
・
八
を
乗
じ
た
値
を
設
計
基
準
交
通
量
と
す
る
。 

第

四

種 

  
第

三

種 

 

第

三

級 

第

二

級 

第

一

級 
第

四

級 

第

三

級 

   

山

地

部

平

地

部

山

地

部

平

地

部

九
、
〇
〇
〇 

一
〇
、
〇
〇
〇 

一
二
、
〇
〇
〇 

六
、
〇
〇
〇 

八
、
〇
〇
〇 

六
、
〇
〇
〇 

八
、
〇
〇
〇 

 

 

第

二

種 

第

一

種 区 

分 第

二

級 

第

二

級 

第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

山

地

部

平

地

部

  

山

地

部

平

地

部

山

地

部

平

地

部

山

地

部

平

地

部

地 

形

七
、
〇
〇
〇 

九
、
〇
〇
〇 

一
七
、
〇
〇
〇 

一
八
、
〇
〇
〇 

八
、
〇
〇
〇 

一
一
、
〇
〇
〇 

八
、
〇
〇
〇 

一
一
、
〇
〇
〇 

九
、
〇
〇
〇 

一
二
、
〇
〇
〇 

一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
（
単
位 

一

日
に
つ
き
台
） 

 



 

 

            

３ 

条
例
別
表
第
一
第
二
号
ハ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る

道
路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
車
線
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

                    

備
考 

交
差
点
の
多
い
第
四
種
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
一
車
線
当
た
り
の
設

計
基
準
交
通
量
に
〇
・
六
を
乗
じ
た
値
を
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
と
す

る
。 

第

四

種 

  
第

三

種 

第

三

級 

第

二

級 
第

一

級 
第

四

級 

第

三

級 

   

山

地

部

山

地

部

平

地

部

一
〇
、
〇
〇
〇 

一
〇
、
〇
〇
〇 

一
二
、
〇
〇
〇 

五
、
〇
〇
〇 

六
、
〇
〇
〇 

八
、
〇
〇
〇 

 

第

三

種 

第

二

種 

第

一

種 

区 

分 

第

四

級

第

三

級 

第

二

級 

第

二

級 

第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

二
・
七
五 

二
・
七
五 三 

二
・
七
五 

三
・
二
五 三 

三
・
二
五 

三
・
二
五 

三
・
五 三 

三
・
二
五 

三
・
二
五 

三
・
五 

三
・
五 

車
線
の
幅
員
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 



 

 

      

４ 

条
例
別
表
第
一
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
車
線
の
幅
員
の
拡
大
又
は
縮
小
を
す
る

場
合
の
当
該
幅
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
と

す
る
。 

 

一 

第
一
種
第
二
級
、
第
三
種
第
二
級
又
は
第
四
種
第
一
級
の
普
通
道
路
で
あ
っ
て
、
交
通
の

状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合 

前
項
の
表
の
車
線
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
〇
・
二
五

メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値 

 

二 

第
一
種
第
二
級
若
し
く
は
第
三
級
の
小
型
道
路
又
は
第
二
種
第
一
級
の
道
路
で
あ
っ
て
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合 

前
項
の
表
の
車
線
の
幅

員
の
欄
に
掲
げ
る
値
か
ら
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
値 

５ 

条
例
別
表
第
一
第
二
号
ニ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
四
メ
ー
ト
ル
と
し
、
同
号
ニ
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
車
道
の
幅
員
の
縮
小
は
、
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

６ 

条
例
別
表
第
一
第
二
号
ホ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
（
道
路
の
状

況
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
）
と
す
る
。 

 

（
車
線
の
分
離
等
） 

第
二
条 

条
例
別
表
第
一
第
三
号
ニ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ

る
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
央
帯
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
し
、
同
号

ニ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
中
央
帯
の
幅
員
の
縮
小
は
、
同
表
の
中
央
帯
の
幅
員
の
欄
の
下
欄

に
掲
げ
る
値
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

第

四

種 

第
二
級
及
び

第

三

級 
第

一

級 

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

二
・
七
五 三 

二
・
七
五 

三
・
二
五 

 

 

第

二

種 

第

一

種 区 

分 第

二

級 

第

二

級 

第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

一
・
七
五

二
・
二
五三

四
・
五

中
央
帯
の
幅
員
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

一
・
二
五

一
・
五

一
・
五二



 

 

       

２ 

条
例
別
表
第
一
第
三
号
ヘ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
道

路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
央
帯
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、

同
号
ヘ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
中
央
帯
に
設
け
る
側
帯
の
縮
小
は
同
表
の
中
央
帯
に
設
け
る

側
帯
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

               

（
副
道
） 

第
三
条 

条
例
別
表
第
一
第
四
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
路
肩
） 

第
四
条 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
ロ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ

る
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る

値
と
し
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
縮
小
は
同

表
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

  

第

四

種 

 
第

三

種 

第

三

級 

第

二

級 
第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

一

一
・
七
五

  一 

第

四

種 

第

三

種 

第

二

種 

第

一

種 区 

分 第

三

級 

第

二

級 

第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

〇
・
二
五

〇
・
二
五

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
七
五

中
央
帯
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

  

〇
・
二
五 

〇
・
二
五 

 

区 

分 

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅

員
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 



 

 

                    

２ 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
ハ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
道

路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と

し
、
同
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
縮
小
は
同
表
の

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

        

３ 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
道
路

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

第

四

級 

第
二
級
及
び
第
三
級 

区 

分 

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

一
・
二
五

二
・
五

一
・
二
五

二
・
五

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
（
単
位 

メ

ー
ト
ル
） 

二

一
・
七
五

備
考 

 

一 

副
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
つ
い
て
は
、
第
三
種
の
項
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩

の
幅
員
の
欄
の
上
欄
中
「
〇
・
七
五
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
五
」
と
し
、
条
例
別
表

第
一
第
五
号
ロ
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 

二 

車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
路
肩
の
幅
員

に
つ
い
て
は
、
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
当
該
路
上

施
設
を
設
け
る
の
に
必
要
な
値
を
加
え
た
値
と
す
る
。 

第

四

種

第

三

種 

第

二

種

第

一

種 

 

第

五

級

第
二
級
か
ら
第
四
級
ま
で

第

三

級

及

び

第

四

級

第

二

級

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
七
五一

一
・
二
五一

一
・
七
五

一
・
二
五

二
・
五

   

〇
・
五    

一
・
二
五  

一
・
七
五 



 

 

                

４ 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
ホ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
第
一
種
第
二
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は

一
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
一
種
第
三
級
又
は
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
と

し
、
第
三
種
（
第
五
級
を
除
く
。
）
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

５ 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
チ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
（
普
通
道
路
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員

に
限
る
。
）
は
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
路
肩
に
設
け
る

側
帯
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
同
号
チ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
普
通
道
路
の

ト
ン
ネ
ル
の
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
を
同
欄
に
掲
げ
る
幅
員
と
異
な
る

幅
員
と
す
る
場
合
は
同
表
の
路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

        

６ 

条
例
別
表
第
一
第
五
号
チ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
（
小
型
道
路
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員

に
限
る
。
）
は
、
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

第

二

種 

第

一

種 区 

分 第

二

級 

第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
七
五

路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

 

〇
・
二
五 

〇
・
五 

備
考 

車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
路
肩
の
幅
員

は
、
車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
当
該
路
上
施
設
を
設
け

る
の
に
必
要
な
値
を
加
え
た
幅
員
と
す
る
。 

第

四

種

第

三

種

第

二

種

第

一

種 

区 

分 

第
三
級
及
び
第
四
級

第

二

級

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

小

型

道

路

普

通

道

路

〇
・
五 

〇
・
五 

〇
・
五 

〇
・
七
五 

〇
・
五 

〇
・
七
五 

〇
・
七
五 

一
・
二
五 

車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員

（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 



 

 

 

（
停
車
帯
） 

第
五
条 

条
例
別
表
第
一
第
六
号
ロ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
同

号
ロ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
停
車
帯
の
幅
員
の
縮
小
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
縮
小
と
す

る
。 

 

（
軌
道
敷
） 

第
六
条 

条
例
別
表
第
一
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
次
の
表
の
単
線
又
は
複
線
の
別
の

欄
に
掲
げ
る
軌
道
敷
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
軌
道
敷
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

     

（
自
転
車
道
） 

第
七
条 

条
例
別
表
第
一
第
八
号
ハ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
二
メ
ー
ト
ル
と
し
、
同
号
ハ

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
自
転
車
道
の
幅
員
の
縮
小
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

 

（
自
転
車
歩
行
者
道
） 

第
八
条 

条
例
別
表
第
一
第
九
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路

に
あ
っ
て
は
四
メ
ー
ト
ル
と
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
九
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ

っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
と
し
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
と
し
、

並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

は
一
メ
ー
ト
ル
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
歩
道
） 

第
九
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路

に
あ
っ
て
は
三
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
十
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ

っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
と
し
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
と
し
、

並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

は
一
メ
ー
ト
ル
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
植
樹
帯
等
） 

第
十
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
二
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
十
二
号
ホ
の
規
則
で
定
め
る
間
隔
及
び
長
さ
は
、
間
隔
に
あ
っ
て
は
二
十

メ
ー
ト
ル
と
し
、
長
さ
に
あ
っ
て
は
一
・
二
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
設
計
速
度
） 

第
十
一
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
三
号
イ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
設
計
速
度
は
次
の
表
の
区
分
の

複 

線 

単 

線 

単
線
又
は
複
線
の
別 

六 三 

軌
道
敷
の
幅
員
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 



 

 

欄
に
掲
げ
る
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
設
計
速
度
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
同
号

イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
設
計
速
度
を
同
欄
に
掲
げ
る
値
以
外
の
値
と
す
る
場
合
は
、

同
表
の
設
計
速
度
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

                 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
十
三
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
設
計
速
度
は
、
道
路
の
状
況
に
応
じ
、
一
時

間
に
つ
き
、
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
曲
線
半
径
） 

第
十
二
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
五
号
本
文
の
規
則
で
定
め
る
曲
線
半
径
は
次
の
表
の
設
計
速
度

の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
曲
線
半
径
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
同
号
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
曲
線
半
径
の
縮
小
は
、
同
表
の
曲
線
半
径
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で

の
縮
小
と
す
る
。 

       

第

四

種 

第

三

種 

第

二

種 

第

一

種 区 

分 第

三

級 

第

二

級 

第

一

級 

第

五

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

第

二

級 

第

一

級 

第

四

級 

第

三

級 

第

二

級 

五
〇
、
四
〇
又
は
三
〇

六
〇
、
五
〇
又
は
四
〇

六
〇

四
〇
、
三
〇
又
は
二
〇

五
〇
、
四
〇
又
は
三
〇

六
〇
、
五
〇
又
は
四
〇

六
〇

六
〇

八
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

二
〇

三
〇

五
〇
又
は
四
〇

二
〇

三
〇

五
〇
又
は
四
〇

五
〇
又
は
四
〇

六
〇

五
〇

六
〇

八
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
〇

一
五
〇

二
八
〇

四
六
〇

曲
線
半
径
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

八
〇 

一
二
〇 

二
三
〇 

三
八
〇 



 

 

     

（
曲
線
部
の
片
勾
配
） 

第
十
三
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
六
号
の
規
則
で
定
め
る
値
（
第
三
種
の
道
路
で
自
転
車
道
等
を

設
け
な
い
も
の
の
曲
線
部
の
片
勾
配
の
値
を
除
く
。
）
は
、
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
道

路
の
区
分
及
び
道
路
の
存
す
る
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
最
大
片
勾

配
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

         

２ 

条
例
別
表
第
一
第
十
六
号
の
規
則
で
定
め
る
値
（
第
三
種
の
道
路
で
自
転
車
道
等
を
設
け
な

い
も
の
の
曲
線
部
の
片
勾
配
の
値
に
限
る
。
）
は
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

（
緩
和
区
間
） 

第
十
四
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
八
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
長
さ
は
、
次
の
表
の
設
計
速
度
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
緩
和
区
間
の
長
さ
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

           

第

四

種

第
一
種
、
第
二
種

及

び

第

三

種

区 

分 

 

そ
の
他
の
地
域 

積
雪
寒
冷
地
域 

道
路
の
存
す
る
地
域 

そ
の
他
の
地
域 

積
雪
寒
冷
の
度
が
甚

だ
し
い
地
域 

六 

一
〇 八 六 

最
大
片
勾
配
（
単
位 

パ
ー
セ
ン
ト
） 

二
〇

三
〇

四
〇

一
五

三
〇

六
〇

  

五
〇 

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
） 

二
〇 

二
五 

三
五 

四
〇 

五
〇 

七
〇 

八
五 

緩
和
区
間
の
長
さ
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 



 

 

     

（
視
距
等
） 

第
十
五
条 

条
例
別
表
第
一
第
十
九
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
値
は
、
次
の
表
の
設
計
速
度
の
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
視
距
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

            

（
縦
断
勾
配
） 

第
十
六
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
号
本
文
の
規
則
で
定
め
る
値
は
次
の
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ

る
道
路
の
区
分
及
び
設
計
速
度
の
欄
に
掲
げ
る
設
計
速
度
に
応
じ
、
同
表
の
縦
断
勾
配
の
欄
の

上
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
範
囲
は
同
表
の
縦
断
勾
配
の
欄
の

下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
す
る
。 

           

備
考 

条
例
別
表
第
一
第
十
八
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
す
り
つ
け
に
必
要
な
長
さ
が
緩
和
区

間
の
長
さ
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
中
「
緩
和
区
間
の
長
さ
」
と

あ
る
の
は
、
「
す
り
つ
け
に
必
要
な
長
さ
」
と
す
る
。 

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
） 

二
〇 

三
〇 

四
〇 

五
五 

七
五 

一
一
〇 

一
六
〇 

視
距
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

第
一
種
、
第
二 

区 

分 

普
通
道
路 

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間

に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

九 八 七 六 五 四 三 

縦
断
勾
配
（
単
位 

パ
ー

セ
ン
ト
） 

一
二 

一
一 

一
〇 九 八 七 六 

 



 

 

                       

（
登
坂
車
線
） 

第
十
七
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
一
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
と
す
る
。 

 

一 

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

五
パ
ー
セ
ン
ト 

 

二 

設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
普
通
道
路
の
場
合 

三
パ
ー
セ
ン

ト 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
一
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
三
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
縦
断
曲
線
） 

第
十
八
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
二
号
ロ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
値
は
次
の
表
の
設
計
速
度
の

欄
に
掲
げ
る
区
分
及
び
縦
断
曲
線
の
曲
線
形
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
縦
断
曲
線

の
半
径
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
同
号
ロ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
凸
形
縦
断
曲
線
の
半
径
の

縮
小
は
、
千
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

第

四

種 

種
及
び
第
三
種 

小
型
道
路 

普
通
道
路 

小
型
道
路 

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

一
二 

一
一 

一
〇 九 八 九 八 七 六 五 

一
二 

一
一 

一
〇 九 八 七 四 

     

一
一 

一
〇 九 八 七       六 

 



 

 

                   

２ 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
二
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
値
は
、
次
の
表
の
設
計
速
度
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
縦
断
曲
線
の
長
さ
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

            

（
舗
装
） 

第
十
九
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
三
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
車
道
及
び
側
帯
の
舗
装

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
） 

二
〇 

二
五 

三
五 

四
〇 

五
〇 

七
〇 

八
五 

縦
断
曲
線
の
長
さ
（
単
位 

メ
ー
ト
ル
） 

二
〇 

三
〇 

四
〇 

五
〇 

六
〇 

八
〇 

一
〇
〇 

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間

に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

凹

形

曲

線

凸

形

曲

線

縦
断
曲
線
の
曲
線
形 

一
〇
〇 

一
〇
〇 

二
五
〇 

二
五
〇 

四
五
〇 

四
五
〇 

七
〇
〇 

八
〇
〇 

一
、
〇
〇
〇 

一
、
四
〇
〇 

二
、
〇
〇
〇 

三
、
〇
〇
〇 

三
、
〇
〇
〇 

六
、
五
〇
〇 

縦
断
曲
線
の
半
径
（
単
位 

メ
ー

ト
ル
） 



 

 

の
構
造
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
三
号
）
に
規
定
す
る
基
準

の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
（
横
断
勾
配
） 

第
二
十
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
四
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
値
は
、
次
の
表
の
路
面
の
種
類
の

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
横
断
勾
配
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。 

     

２ 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
四
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
値
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

（
合
成
勾
配
） 

第
二
十
一
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
五
号
イ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
値
は
次
の
表
の
設
計
速
度

の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
合
成
勾
配
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
同
号
イ
た
だ
し
書

の
規
則
で
定
め
る
範
囲
は
設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
の
道
路
に
限
り
、
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。 

           

２ 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
五
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
値
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

（
平
面
交
差
又
は
接
続
） 

第
二
十
二
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
七
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
第
四
種
第
一
級
の
普

通
道
路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
四
種
第
二
級
又
は
第
三
級
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て

は
二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
と
し
、
第
四
種
の
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
七
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー

ト
ル
と
し
、
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

そ
の
他 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
三
号
ロ
に
規
定
す
る

基
準
に
適
合
す
る
舗
装
道 

路
面
の
種
類 

三
以
上
五
以
下 

一
・
五
以
上
二
以
下 

横
断
勾
配
（
単
位 

パ
ー
セ
ン
ト
） 

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
） 

一
一
・
五

一
〇
・
五

一
〇

合
成
勾
配
（
単
位 
パ
ー
セ
ン
ト
） 



 

 

 

（
鉄
道
等
と
の
平
面
交
差
） 

第
二
十
三
条 

条
例
別
表
第
一
第
二
十
九
号
の
規
則
で
定
め
る
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

 

一 
交
差
角
は
、
四
十
五
度
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

踏
切
道
の
両
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
は
、
踏
切
道
を
含
め
て
直
線

と
し
、
そ
の
区
間
の
車
道
の
縦
断
勾
配
は
、
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
自
動
車
の
交
通
量
が
極
め
て
少
な
い
箇
所
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に

よ
り
や
む
を
得
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

三 

見
通
し
区
間
の
長
さ
（
線
路
の
最
縁
端
軌
道
の
中
心
線
と
車
道
の
中
心
線
と
の
交
点
か
ら
、

軌
道
の
外
方
車
道
の
中
心
線
上
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
お
け
る
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に

お
い
て
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
軌
道
の
中
心
線
上
当
該
交
点
か
ら
の
長
さ
を
い
う
。
）
は
、

踏
切
道
に
お
け
る
鉄
道
等
の
車
両
の
最
高
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
踏
切
道
に
お
け
る
鉄
道

等
の
車
両
の
最
高
速
度
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
見
通
し
区
間
の
長
さ
の
欄
に

掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
踏
切
遮
断
機
そ
の
他
の
保
安
設
備
が
設
置
さ
れ
る

箇
所
又
は
自
動
車
の
交
通
量
及
び
鉄
道
等
の
運
転
回
数
が
極
め
て
少
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

            

（
待
避
所
） 

第
二
十
四
条 

条
例
別
表
第
一
第
三
十
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
距
離
は
、
二
百
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
三
十
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
長
さ
は
三
十
メ
ー
ト
ル
と
し
、
規
則
で
定
め

る
幅
員
は
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
交
通
安
全
施
設
） 

第
二
十
五
条 

条
例
別
表
第
一
第
三
十
一
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一
一
〇
以
上

一
〇
〇
以
上
一
一
〇
未
満

九
〇
以
上
一
〇
〇
未
満

八
〇
以
上
九
〇
未
満

七
〇
以
上
八
〇
未
満

五
〇
以
上
七
〇
未
満

五
〇
未
満

踏
切
道
に
お
け
る
鉄
道
等
の
車
両
の
最
高
速

度
（
単
位 

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

三
五
〇 

三
〇
〇 

二
六
〇 

二
三
〇 

二
〇
〇 

一
六
〇 

一
一
〇 

見
通
し
区
間
の
長
さ
（
単
位 

メ
ー

ト
ル
） 



 

 

 

一 

駒
止 

 
二 

道
路
標
識 

 
三 

道
路
情
報
管
理
施
設
（
緊
急
連
絡
施
設
を
除
く
。
） 

 

四 
他
の
車
両
又
は
歩
行
者
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡 

 

（
防
雪
施
設
そ
の
他
の
防
護
施
設
） 

第
二
十
六
条 

条
例
別
表
第
一
第
三
十
五
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

 

一 

吹
き
だ
ま
り
防
止
施
設 

 

二 

雪
崩
防
止
施
設 

 

（
自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
） 

第
二
十
七
条 

条
例
別
表
第
一
第
四
十
一
号
イ
本
文
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
自
転
車
専
用
道

路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
と
し
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
四
メ
ー
ト
ル
と
す

る
。 

２ 

条
例
別
表
第
一
第
四
十
一
号
イ
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
幅
員
の
縮
小
は
、
二
・
五
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
縮
小
と
す
る
。 

３ 

条
例
別
表
第
一
第
四
十
一
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
歩
行
者
専
用
道
路
） 

第
二
十
八
条 

条
例
別
表
第
一
第
四
十
二
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
規
則
で
定
め
る
案
内
標
識
） 

第
二
十
九
条 

条
例
別
表
第
二
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
案
内
標
識
は
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及

び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年 

 
 

令
第
三
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
案

内
標
識
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

方
面
、
方
向
及
び
距
離 

 

二 

方
面
及
び
距
離 

 

三 

方
面
及
び
方
向
の
予
告 

 

四 

方
面
及
び
方
向 

 

五 

方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
の
予
告 

 

六 

方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名 

 

（
標
識
の
寸
法
） 

第
三
十
条 

条
例
別
表
第
二
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
寸
法
は
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路

標
示
に
関
す
る
命
令
別
表
第
二
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

（
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
） 

第
三
十
一
条 

条
例
別
表
第
三
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

総
理
府

建
設
省



 

 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
表
（
第
三
十
一
条
関
係
） 

                                

５ ４ ３ ２ １ 項 

第
二
号
ロ
⑽

第
二
号
ロ
⑴

⑴ 第
一
号
ヘ
⑴

第
一
号
ホ
⑵

第
一
号
ニ 

条
例
別
表
第

三
の
規
定 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
口
に

接
続
す
る
歩
道
等
又
は
通

路
の
部
分
の
有
効
幅
及
び 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
寸

法
並
び
に
か
ご
及
び
昇
降
路

の
出
入
口
の
有
効
幅 

歩
道
等
（
縁
石
を
除
く
。
）

の
車
道
等
に
対
す
る
高
さ 

歩
道
等
に
設
け
る
縁
石
の

車
道
等
に
対
す
る
高
さ 

歩
道
等
の
縦
断
勾
配 

項 

目 

有
効
幅
及
び
有
効
奥
行
き
は
一
・
五

メ
ー
ト
ル 

イ 

か
ご
の
出
入
口
が
複
数
あ
る
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
車
椅
子

使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る
構

造
の
も
の
（
開
閉
す
る
か
ご
の
出

入
口
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
装

置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
） 

か
ご
の
内
法の

り

幅
は
一
・

四
メ
ー
ト
ル
、
内
法の

り

奥
行
き
は

一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
、
か
ご
及
び

昇
降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅
は
八

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

ロ 

イ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
以
外
の
も

の 

内
法の

り

幅
及
び
内
法の

り

奥
行
き
は

一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
か
ご
及
び
昇

降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅
は
九
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

五
パ
ー
セ
ン
ト
。
た
だ
し
、
地
形
の

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り

や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

八
パ
ー
セ
ン
ト 内 

容 

 



 

 

                                  

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ９ ８ ７ ６  

第
四
号
イ
⑴

第
三
号
イ 

第
二
号
ヘ
⑽

第
二
号
ヘ
⑼

第
二
号
ヘ
⑻

第
二
号
ヘ
⑴

第
二
号
ホ
⑴

第
二
号
ニ
⑸

た
だ
し
書 

第
二
号
ニ
⑸

本
文 

第
二
号
ハ
⑻

第
二
号
ハ
⑺

第
二
号
ハ
⑵

第
二
号
ハ
⑴

た
だ
し
書 

第
二
号
ハ
⑴

本
文 

 

路
面
電
車
停
留
場
の
乗
降 

乗
合
自
動
車
停
留
所
を
設

け
る
歩
道
等
の
部
分
の
車

道
等
に
対
す
る
高
さ 

階
段
の
踊
場
の
踏
み
幅 

階
段
の
高
さ 

階
段
の
下
面
と
歩
道
等
の

路
面
と
の
間
隔 

階
段
の
有
効
幅
員 

通
路
の
有
効
幅
員 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
み
段

を
縮
小
す
る
場
合
の
有
効

幅 エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
み
段

の
有
効
幅 

傾
斜
路
の
高
さ
及
び
踊
場

の
踏
み
幅 

傾
斜
路
の
下
面
と
歩
道
等

の
路
面
と
の
間
隔 

傾
斜
路
の
縦
断
勾
配 

傾
斜
路
の
幅
員
を
縮
小
す

る
場
合
の
有
効
幅
員 

傾
斜
路
の
有
効
幅
員 

有
効
奥
行
き 

乗
降
場
の
両
側
を
使
用
す
る
も
の
に 

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

一
・
二
メ
ー
ト
ル 

三
メ
ー
ト
ル 

二
・
五
メ
ー
ト
ル 

一
・
五
メ
ー
ト
ル 

二
メ
ー
ト
ル 

六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
縮
小

と
す
る
こ
と
。 

一
メ
ー
ト
ル 

高
さ
は
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

踏
み
幅
は
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
内
ご
と
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル 

二
・
五
メ
ー
ト
ル 

五
パ
ー
セ
ン
ト 

一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
縮
小
と
す
る
こ

と
。 

二
メ
ー
ト
ル 

 

 



 

 

                                  

28 27 26 25 24 23 22 21 20  19 

第
五
号
リ
⑸

㈤ 第
五
号
リ
⑸

㈡ 第
五
号
リ
⑶

第
五
号
ニ
⑴

第
五
号
ハ
⑵

第
五
号
ハ
⑴

第
五
号
ロ
⑶

第
五
号
イ
⑷

第
五
号
イ
⑵

 

便
所
の
出
入
口
に
設
け
る

戸
の
有
効
幅 

便
所
の
出
入
口
の
有
効
幅 

小
便
器
の
受
け
口
の
高
さ 

障
害
者
用
駐
車
施
設
に
係

る
通
路
の
有
効
幅
員 

戸
を
設
け
る
出
入
口 

自
動
車
駐
車
場
の
歩
行
者

の
出
入
口
の
有
効
幅 

車
両
へ
の
乗
降
の
用
に
供

す
る
部
分
の
有
効
幅
及
び

有
効
奥
行
き 

障
害
者
用
駐
車
施
設
の
有

効
幅 

自
動
車
駐
車
場
の
全
駐
車

台
数
に
応
じ
た
障
害
者
用

駐
車
施
設
の
数 

場
の
有
効
幅
員 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

二
メ
ー
ト
ル 

有
効
幅
を
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
当
該
自
動
車
駐
車
場
外
へ
通
ず

る
歩
行
者
の
出
入
口 

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
た
だ
し
、

自
動
車
駐
車
場
外
へ
通
ず
る
歩
行
者

の
出
入
り
口
の
う
ち
一
以
上
の
出
入

口
の
有
効
幅
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル 

有
効
幅
及
び
有
効
奥
行
き
は
一
・
五

メ
ー
ト
ル 

三
・
五
メ
ー
ト
ル 

自
動
車
駐
車
場
の
全
駐
車
台
数
が
二

百
台
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

駐
車
台
数
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
、
全
駐
車
台
数
が
二
百
台
を

超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
駐
車

台
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

に
二
を
加
え
た
数 

あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
片
側
を
使

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
五
メ

ー
ト
ル 

 



 

 

           
 

 

 
32 31 30 29 

第
五
号
リ
⑺

㈣ 第
五
号
リ
⑺

㈡ 第
五
号
リ
⑹

㈥ 第
五
号
リ
⑹

㈤ 

便
所
の
出
入
口
に
設
け
る

戸
の
有
効
幅 

便
所
の
出
入
口
の
有
効
幅 

便
房
の
出
入
口
に
設
け
る

戸
の
有
効
幅 

便
房
の
出
入
口
の
有
効
幅 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 


